
正

倉

院

文

書

に
み

る
継

目
裏
書

志
斐
麻
呂

の
場
合

北

條

朝

彦

は
じ
め
に

正
倉
院
文
書
は
既
に
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
東
大
寺
造
営
の
た

め
に
臨
時

に
設
立
さ
れ
た
造
東
大
寺
司
と
そ
の
前
身
機
構
で
の
写
経

事
業
に
関
す
る
事
務
書
類
が
大
部
分
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
中
に
は

写
経
に
携

わ
る
官
人
が
纏
め
た
帳
簿
類
も
数
多
く
存
在
し
、
そ
れ
は

奈
良
時
代

の
行
政
の
あ
り
方
を
端
的
に
示
す
第

一
級
史
料
と
し
て
注

目
さ
れ
続

け
て
い
る
。

そ
れ
ら

の
中
に
は
継
目
の
裏
に
封
書
さ
れ
て
い
る
も
の
も
多
く
見

受
け
ら
れ

る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
は

一
次
文
書
と
呼
ば
れ
て
い
る
公
文

類
、
つ
ま
り
各
国
か
ら
朝
廷
に
提
出
さ
れ
た
正
税
帳
や
戸
籍
な
ど
の

中
で
効
力
を
失

っ
た
反
故
文
書
が
造
東
大
寺
司
や
そ
の
前
身
機
構
に

払
い
下
げ

ら
れ
た
も
の
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
養

老
五
年

(七
二

一
)
下
総
国
戸
籍
の
継
目
裏
を
み
る
と

「
下
総
国
葛

飾
郡
大
嶋
郷
養
老
五
年
戸
籍
主
帳
元
位
刑
部
少
倭
」
と

い
う
封
書
、

ま
た
天
平
六
年

(七
三
四
)
出
雲
国
計
会
帳

の
継
目
裏
に
は

「
出
雲

国
計
会
帳
天
平
六
年
八
月
廿
日
正
八
位
行
目
小
野
臣
淑
奈
麻
呂
」
と

　
ノ
ニ

記
さ
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
も
改
窒
を
防
ぐ
た
め
に
実
務
担
当
者
が
継

目
ご
と
に
封
書
し
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に

一
次
文
書
に
散
見
す
る
継
目
裏
書
で
は
あ
る
が
、
も

ち
ろ
ん
二
次
文
書
、

つ
ま
り
造
東
大
寺
司
と
そ
の
前
身
機
構
な
ど
で

作
成
さ
れ
た
事
務
書
類

の
中
に
も
継
目
の
裏

に
封
書
す
る
例
を
み
る

こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
代
表
的
な
も

の
が
志
斐
麻
呂
と
い
う
写
経
所

官
人
に
よ

っ
て
記
さ
れ
た

「志
」
・
「斐
」
・
「
志
斐
」
の
封
書
で
あ
る
。

　
ヨ

　

そ
の
他
に
も
伊
福
部
男
依
に
よ
る

「男
」
の
継
目
裏
書
、
韓
国
形
見

　
り

　

に
よ
る

「封
印

形
見
」
と
記
す
継
目
裏
書
、
上
馬
養
に
よ
る

「養
」
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ら

　

の
継
目
裏

書

が
そ
れ
ぞ
れ

一
例
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
志
斐

麻
呂
の
継
目
裏
書
は

一
五
例
に
も
及
ぶ
。
そ
れ
ら
は
全
て
造
東
大
寺

司
の
前
身

機
構
で
あ
る
金
光
明
寺
写
経
所
内
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。

こ
の
志
斐
麻
呂

の
継
目
裏
書
に
注
目
さ
れ
た
の
が
渡
辺
晃
宏
氏

で
、
継
目
裏
書
を
有
す
る
帳
簿
類
の
内
容
を
詳
細

に
検
討
、
そ
の
結

果
金
光
明
寺
写
経
所
に
は
写
疏
所

・
南
堂

・
北
堂
と
い
う
三
機
構
が

存
在
し
、
そ
の
う
ち
写
疏
所
が
他
の
二
機
構
を
統
括
し
て
い
た
と
金

　
　

　

光
明
寺
写
経
所
内
の
組
織
構
造
を
解
明
さ
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

全
く
反
論

す
る
も
の
で
は
な
く
、
正
倉
院
文
書
か
ら
見
い
だ
せ
る
写

経
事
業
や
写
経
所
と

い
う
組
織
に
関
す
る
研
究

の
試
金
石
と
も

い
え

る
重
要
な
説
と
考
え
る
。
ま
た
栄
原
永
遠
男
氏
は
難
波
之
時
御
願
大

般
若
経
の
写
経
事
業
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
る
上
で
、
関
連
史
料
の
断

簡
接
続
を
分
析
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
志
斐
麻
呂
に
よ
る

「志
」

　
　

　

と
記
し
た
封
書
の
有
無
に
も
着
目
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
難
波
之

時
御
願
大
般
若
経
と
は
、
天
平

一
七
年

(七
四
五
)
に
難
波
宮
で
発

願
さ
れ
た
大
般
若
経

一
部
六
〇
〇
巻
を
指
す
。

い
ず
れ
の
論
も
当
時
の
国
家
レ
ベ
ル
で
の
写
経
事
業
を
考
察
す
る

上
で
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な

い
先
行
学
説
で
は
あ
る
が
、
な
ぜ
こ
れ

だ
け
多
く

の
志
斐
麻
呂
に
よ
る
継
目
裏
封
が
残

っ
て
い
る
の
か
と

い
っ
た
疑
問
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な

い
よ
う
に
感
じ
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
、
写
経
所
内
で
の
文
書
管
理

の
あ
り
方
や
そ
の
実
態

把
握
と
共
に
少
し
で
も
解
明
で
き
れ
ば
と
考
え
る
。

志
斐
麻
呂
の
経
歴

ま
ず
、
は
じ
め
に
正
倉
院
文
書
で
窺
う
こ
と
が
で
き
る
志
斐
麻
呂

の
経
歴
に

つ
い
て
述
べ
て
み
た

い
。
な
お
、
「麻
呂
」
は

「
万
呂
」

と
記
す
場
合
も
あ
る
が
、
自
署
の
際
に

「麻

呂
」
と
記
す
例
が
多

い

こ
と
か
ら
本
稿
で
は

「麻
呂
」
に
統

一
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
　

　

初
見
は
天
平

一
七
年

一
二
月
二
日
付
写
経
所
解
案
で
、
こ
こ
に
校

生
の

一
人
と
し
て
名
を
連
ね
て
い
る
と
共
に
解
文
最
後
の
年
月
日
下

に
も
署
名
が
あ
る
こ
と
か
ら
案
主
も
兼
ね
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
後
、
天
平
二
〇
年
頃
ま
で
は
金
光
明
寺

写
経
所
内
で
写
経
事
業

に
従
事
し
て
い
る
が
所
属
す
る
部
署
は

一
定

で
は
な
い
。
要
す
る
に

　
　

　

一
八
年
五
月
頃
か
ら
は
写
疏
所
あ
る
い
は
写
後
経
所
の
案
主
、
同
年

ホ
　

　

九
月
頃
か
ら
は
写

一
切
経
所
の
案
主
、
翌
月
か
ら
は
写
金
字
経
所
の

ヘ
ロ

リ

校
生
で
あ
る
。
同
年

一
二
月
二
二
日
付
写

一
切
経
所
解
の
年
月
日
下

　
レ

　

に
は

「舎
人
志
斐
連
麿
」
と
み
え
る
。
お
そ
ら
く
皇
后
宮
職
の
舎
人

で
あ
ろ
う
が
、
昇
進
パ
タ
ー
ン
と
し
て
の

一
時
的
な
出
向
と
い
う
こ
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と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
こ
の
頃
よ
り

「連
」
姓
を
付
す
る
よ

う
に
も
な
る
。
そ
し
て
翌

一
九
年
二
月
頃
に
は
少
初
位
上
の
官
位
も

　
ロ

　

有
す
る
。

以
上
の
よ
う

に
天
平

一
七
年
か
ら
二
〇
年
中
旬
ま
で
は
、

金
光
明
寺
写
経
所
に
籍
を
置
き
な
が
ら
、
幾

つ
か
あ
る
写
経
事
業
の

そ
れ
ぞ
れ

の
進
捗
状
況
に
応
じ
て
従
事
す
る
部
署
を
変
動
さ
せ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。

天
平
二
〇
年
七
月
頃
、
金
光
明
寺
写
経
所
と
金
光
明
寺
造
物
所
が

統

一
さ
れ
、造
東
大
寺
司
に
発
展
改
称
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、

志
斐
麻
呂
も
造
東
大
寺
司
に
属
す
る
こ
と
と
な
る
。
た
だ
し
、
造
東

大
寺
司
成
立
直
後
の
八
月
に
は
官
位

(少
初
位
上
)
は
そ
の
ま
ま
で

ほ
ほ

　

東
宮
坊
舎
人
に
な

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
官
人
が
昇
進
す
る
過
程

で

一
時
舎

人
に
な
る
パ
タ
ー
ン
は
他

に
も
数
例
確
認

で
き
、
こ
の

こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
土
田
直
鎮
氏
が
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
も

　
い

も

あ
る
。
氏

に
よ
れ
ば
、
舎
人
か
ら
史
生

へ
、
史
生
か
ら
主
典
に
、
そ

し
て
主
典

か
ら
判
官
に
な
る
と

い
う
昇
進
過
程
が
あ
り
、
志
斐
麻
呂

も
ま
さ
し
く
こ
の
パ
タ
ー
ン
の
典
型
的
な
例
と

い
え
る
の
で
あ
る
。

天
平
勝
宝
元
年

(七
四
九
)
四
月
、
造
東
大
寺
司
成
立
の
翌
年

に

な
る
が
、
大
初
位
上
と
な

っ
た
上
で
造
東
大
寺
司
の
史
生
に
就
い
て

へ
ぼ

　

い
る
。
写
経
事
業
で
の
功
績
が
認
め
ら
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
か
、
目

覚
ま
し
い
昇
進
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
わ
ず
か
九
年
後
の
天
平
宝
字
二

年

(七
五
八
)
八
月
頃
に
は
、
唐
突
に
従
六
位
下
と
な
り
、
造
仏
司

へ
ゆ

　

主
典
と

い
う
肩
書
を
有
す
る
よ
う
に
な
る
。
造
仏
司
と
は
造
東
大
寺

司
内
の
造
仏
機
関
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
写
経
事
業

の
み
な
ら
ず
造
仏
事
業
に
も
携
わ
る
と
い
う
志
斐
麻
呂
の
万
能
ぶ
り

が
見
て
と
れ
る
。
こ
の
年
の
異
例
と
も

い
え
る
昇
進

の
背
景
に
は

同
月
の
淳
仁
天
皇
即
位
と
何
か
し
ら
関
連
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い

が
、
史
料
か
ら
そ
の
こ
と
を
証
す
る
こ
と
は

で
き
ず
、
想
像
の
域
を

超
え
る
も

の
で
は
な
い
。

天
平
宝
字
五
年

一
二
月
頃
か
ら
は
造
東

大
寺
司

の
主
典
と
な

　
ド

　

　
ぶ

　

る
。
翌
六
年
三
月
頃
に
は
正
六
位
上
の
官
位
を
有
す
る
。
そ
し
て
六

年
後

の
神
護
景
雲
二
年

(七
六
八
)
五
月
前
後
、
造
東
大
寺
司
の
少

　
の

　

判
官
に
昇
進
し
て
い
る
。
わ
ず
か
二
三
年
の
間
に

一
写
経
生
が
造
東

大
寺
司
の
四
等
官
の

一
員
に
ま
で
昇
り

つ
め
、
し
か
も
当
初
は
元
位

で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
最
終
的
に
は
正
六
位
上
の
官
位
を
有
す
る

ま
で
に
至
る
と
い
う
、
目
を
み
は
る
昇
進
過
程
は
非
常
に
興
味
深

い
。

な
お
、
宝
亀
三
年

(七
七
二
)

=

月
頃
ま

で
少
判
官
の
地
位
で
文

　
ぬ

　

書
に
署
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
降
史
料
か
ら
姿
を
消
し
、
消
息
は
不

明
で
あ
る
。
こ
の
頃
、
何
ら
か
の
理
由
で
造
東
大
寺
司
を
離
れ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
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二

志
斐
麻
呂
に
よ
る
継
目
裏
書

志
斐
麻
呂
が
記
し
た
継
目
裏
書
は

一
五
点
確
認
で
き
る
。
そ
の
う

ち

「志
」
と
記
す
史
料
が

=
二
点
、
「志
斐
」
と
記
す
史
料
が

一
点
、

そ
し
て

「志
」
・
「
斐
」
・
「志
斐
」
と

い
う
三
種
類
の
裏
書
を
有
す
る

史
料
が

一
点
あ
る
。
志
斐
麻
呂
が
継
目
の
裏
書
を
し
た
史
料

の
旦
ハ体

的
事
例
に

つ
い
て
は
、
渡
辺
氏
が
詳
細
な

一
覧
表
を
作
成
し
て
お
り
、

そ
れ
を
見
れ
ば
正
倉
院
文
書
の
ど
の
巻

の
い
か
な
る
帳
簿
類
に
志
斐

麻
呂
が
署
し
て
い
る
か
分
か
る
の
で

一
つ

一
つ
の
概
説
は
省
く
が
、

本
稿

で
は
そ
の
中
で
も
特
に
注
目
す
べ
き
事
例
に
つ
い
て
検
討
し
た

い
。
ち
な

み
に
、

一
五
点
と
も
志
斐
麻
呂
が
金
光
明
寺
写
経
所

の
案

主
で
あ

っ
た
時
期
の
も

の
ば
か
り
で
あ
る
。

志
斐
麻
呂
の
継
目
裏
書
が
確
認
で
き
る
早
い
例
と
し
て
、
天
平

一

五
年
五
月
か
ら
同

一
九
年
六
月
ま
で
綴
ら
れ
る
問
校
帳

(問
写
の
校

帳
)
で
継
目
裏
に

「志
」
と
署
し
て
い
る
。
な
お
、
前
述
の
よ
う
に

志
斐
麻
呂

の
初
見
は
天
平

一
七
年
で
あ
り
、
な
ぜ
そ
れ
以
前

の

一
五

年
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
帳
簿
に
署
名
が
あ
る
の
か
と

い
う
点
に
つ
い
て

は
、
帳
簿
管
理
者
が
途
中
で
交
代
し
た
た
め
で
あ
る
と
い
う
推
察
が
既

に
あ
る
。

つ
ま
り
、

一
六
年
頃
ま
で
は
辛
国
人
成
が
年
月
日
下
に
署
す

る
が
、
そ
れ
以
降
は
志
斐
麻
呂
が
担
当
す
る
よ
う
に
な

っ
た
と
理
解
さ

　
の

　

れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く

一
九
年
六
月
頃
に
各
帳
簿
を
貼
り
継
い
だ
上

で
巻
子
に
す
る
際
、
そ
の
時
期
の
案
主
で
あ

っ
た
志
斐
麻
呂
が
改
窯

防
止

の
意
を
込
め
て
、
継
目
に

「志
」
と
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

天
平

一
七
年
五
月
か
ら
翌
年
八
月
ま
で
の
問
紙
充
帳

(間
写
の
紙

充
帳
)
の
継
目
裏
書
に
も

「志
」
と
記
す
が
、
そ
の
継
目
の
反
対
面

に
は
「
下
総
国
葛
飾
郡
大
嶋
郷
養
老
五
年
戸
籍
主
帳
無
位
刑
部
少
倭
」

と
見
え
、

一
次
文
書
が
養
老
五
年
度
の
下
総

国
戸
籍

で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。
ま
た
、
天
平

一
七
年

一
二
月
か
ら
翌
年

一
〇
月
ま
で
の
年

月
が
確
認
で
き
る
写
経
所
解
案

(間
写
の
布
施
申
請
解
案
)
の
継
目

に
も

「
志
」
を
記
す
が
、
そ
の
反
対
面
に
は

「出
雲
国
計
会
帳
天
平

六
年
八
月
廿
日
正
八
位
下
行
目
小
野
臣
淑
奈
麻
呂
」
と
あ
り
、

一
次

文
書
が
天
平
六
年
度
の
出
雲
国
計
会
帳
と

い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
更

に
天
平

一
八
年

一
〇
月
付
写
経
所
解
案

(間

写
の
布
施
申
請
解
案
)

の
継
目
裏
に
も

「志
」
と
記
す
が
、
そ
の
反
対
面
に
は

「備
中
国
天

平

=

年
大
税
負
死
亡
人
帳
従
七
位
下
行
目
日
根
小
野
造
諸
人
」
と

あ
り
、

一
次
文
書
が
天
平

一
一
年
度
備
中
国
死
亡
人
帳
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。

以
上
三
例
と
も
に

一
次
文
書
作
成
時
の
継

目
裏
書
が
残
存
し
て
い

る
に
も
拘
ら
ず
、
二
次
文
書
作
成
時
に
敢
え

て
そ
の
反
対
面
に

「志
」

と
封
書
す
る
と
い
う
、

い
わ
ば
二
重
の
裏
書

が
確
認
で
き
る
と
い
う
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特
異
な
事

例
と
い
え
る
。
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
に
封
書

の
裏
に
封
書
す

る
必
要
が
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
効
力
を
失

っ
て
反
故

に
な

っ
た
正
税
帳
や
計
会
帳
な
ど
の
公
文
類
は
巻
子
の
状
態
で
写
経

所
に
払

い
下
げ
ら
れ
る
こ
と
も
あ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し

て
巻
子
か
ら
適
宜
裁
断
し
て
二
次
利
用
し
た
と
考
え
た
い
。
要
す
る

に
巻
子
か
ら
個
々
人

(あ
る
い
は
部
署
毎
)
が
必
要
な
寸
法
だ
け
裁

断
し
て
帳

簿
類
と
し
て
使
う
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
を
他
者

(他
部
署
)

が
誤

っ
て
利
用
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を
防
ぐ
意
味
で
敢
え
て

「志
」

と
記
し
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
で
あ
ろ
う
か
。

天
平

一
八
年
二
月

一
二
日
の
日
付
の
あ
る
帳
簿
と
同

一
九
年
正
月

二
〇
日
付
写
疏
所
解
案
か
ら
成
る
常
料
紙
納
井
充
装
横
帳

(五
月

一

日
経
書
写

の
紙
充
帳

・
充
装
演
帳
)
に
は
、
第

一
紙
と
第
二
紙
の
継

　
が

　

目
裏
書
に
の
み

「志
斐
」
と
記
す
。
従
来

の
署
名
は

「志
」

一
字

の

み
で
あ

っ
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
二
文
字

で
あ
る
。
こ
の
帳
簿
を

観
察
し
て
み
る
と
、
紙
充
帳

・
充
装
演
帳
と
写
疏
所
解
案
の
二
件
が

継
ぎ
合
わ

さ
れ
て
お
り
、
写
疏
所
解
案

の
年
月
日
下
に
志
斐
麻
呂

の

署
名
が
あ

る
が
解
文
の
後
に
も
充
荒
肥
紙
帳
が
貼
り
継
が
れ
て
い
る

こ
と
が
わ

か
る
。
お
そ
ら
く
写
疏
所
解
案
と
充
荒
肥
紙
帳
に
つ
い
て

は
志
斐
麻
呂

の
責
任
の
も
と
作
成
し
た
と
い
う
、
そ
の
証
左
と
し
て

封
書
し
た

の
か
も
知
れ
な
い
。

天
平

一
九
年

一
二
月
に
作
成
さ
れ
た
間
写
手
実
帳
は
、
写
経
生
の

　
り

　

手
実
が
九
六
紙
も
貼
り
継
が
れ
た
長
大
な
帳
簿
で
あ
る
。
こ
の
継
目

の
裏
書
き
に
も
志
斐
麻
呂
が
署
し
て
い
る
。
そ
れ
も
三
種
類
の
署
名

パ
タ
ー
ン
が
確
認
で
き
る
。
な
お
、
こ
の
帳
簿
に
つ
い
て
は
右

へ
右

へ
と
貼
り
継

い
で
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
第
九
六
紙
が

ま
ず
最
初
に
あ
り
、
そ
の
右
に
第
九
五
紙
を
貼
り
、
そ
し
て
最
後
に

第

一
紙
に
至

っ
た
段
階
で

「
問
写
手
實

天
平
十
九
年
十
二
月
」
と

志
斐
麻
呂
自
ら
記
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
当
初

「志
斐
」

と
署
し
て
い
た
封
書
は
、
第
四
九
紙
付
近
か
ら

「志
」
の

一
字
に
変

化
す
る
。
ま
た
、
第
三
〇
紙
と
第
三

一
紙
と

の
間
、
そ
し
て
第
=
=

紙
と
第
三
二
紙
と
の
間
の
二
箇
所
の
み

「斐
」
と
署
名
す
る
。
な
ぜ

こ
の
帳
簿

の
み
多
様
な
署
名
方
法
が
見
ら
れ

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

の
帳
簿
に
み
る
署
名
を
観
察
し
て
み
る
と
、
「
志
斐
」
は
比
較
的
丁

寧
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
「志
」
は
か
な
り
崩
れ
た
字

の
よ
う
に
感

じ
る
。
こ
の
点

に
注
目
し
た
上
で
筆
者
は
こ
の
帳
簿
に
つ
い
て
の
貼

り
継
ぎ

の
手
順
と
し
て
二
段
階
あ

っ
た
と
想
定
し
た
い
。
ま
ず
貼
り

継
ぎ
始
め
た
当
初
は
時
間
的
、精
神
的
余
裕

が
あ

っ
た
の
で
、
「志
斐
」

の
二
文
字
を
記
し
つ
つ
貼
り
継

い
で
い
っ
た
が
、何
ら
か
の
理
由

(他

の
写
経
事
業
に
臨
時
に
召
集
さ
れ
た
か
、
あ

る
い
は
同
年
七
月
頃
の

造
東
大
寺
司
成
立
に
伴
う
諸
準
備
に
時
間
を
費
や
し
た
た
め
か
)
で

78



一
旦
貼
り
継
ぎ
作
業
が
中
断
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
貼
り
継
ぎ
作

業
を
再
開
し
た
時
点
で
は
上
司
も
し
く
は
上
層
部
局

へ
の
提
出
期
限

が
迫

っ
て
お
り
、
急
ピ

ッ
チ
で
貼
り
継
ぎ
作
業
を
進
め
ざ
る
を
得
な

く
な
り
、
結
果
的
に

「志
」
の

一
文
字
を
継
目
裏
に
署
す
る
の
が
限

界
で
あ

っ
た
環
境
の
も
と
で
九
二
紙
を
ひ
と
つ
の
巻
子
に
纏
め
た
と

推
測
し
た

い
。
急

い
で
作
業
を
進
め
た
証
左
と
い
え
る
か
ど
う
か
は

分
か
ら
な

い
が
、
第
五
紙
と
第
七
紙
と
の
間
に
細
長
い
第
六
紙
が
貼

り
継
が
れ

て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
継
目
の
裏
に
封
書
す
る
わ
け
で

は
な
く
、
第
五
紙
か
ら
第
七
紙
に
か
け
て
他

の

「志
」
字
よ
り

一
回

り
大
き
な

「志
」
字
で
も

っ
て
封
書
し
て
お
り
、
し
か
も

一
筆
で
記

し
丁
寧
さ

に
欠
け
て
お
り
、
何
と
な
く
慌
た
だ
し
さ
を
感
じ
る
。

で
は

「斐
」
と
署
し
た
箇
所
が
あ
る
理
由
は
何
か
。
現
段
階
に
お

い
て
、
こ

の
手
実
帳
を
収
め
る
続
々
修
第

一
九
秩

=

に
つ
い
て
は

複
製
が
製
作
さ
れ
て
い
な

い
た
め
、

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
紙
焼
版

か
ら
の
み
の
確
認
に
す
ぎ
な
い
が
、
「斐
」
の
裏
書
を
有
す
る
手
実

(阿

刀
足
嶋
と

い
う
写
経
生
の
手
実
)
と
そ
の
前
後
に
貼
り
合
わ
さ
れ
て

い
る
手
実

、
つ
ま
り

「斐
」

の
裏
書
が
前
後
に
あ
る
第
三

一
紙
と
第

三
〇
紙

・
第
三
二
紙
の
手
実
自
体
を
比
較
検
討
し
て
み
る
と
、
第
三

一
紙
の
墨
線
が
他
よ
り
薄
く
見
え
る
。
こ
れ
以
上
の
情
報
が
な

い
た

め
に
憶
測
を
重
ね
て
し
ま
う
が
、
あ
る
い
は
従
来
こ
の
部
分
に
貼
り

継
ぐ
べ
き
も
の
で
は
な

い
手
実
を
何
ら
か
の
理
由

(も
と
も
と
違
う

箇
所
に
貼
り
継
ぐ
べ
き
も

の
で
あ

っ
た
が
志
斐
麻
呂
自
身
が
貼
り
継

ぐ
の
を
忘
れ
た
か
、
あ
る
い
は
写
経
生
か
ら

の
手
実
提
出
が
遅
れ
た

た
め
か
)
で
や
む
な
く
貼
り
継
ぎ
、
そ
う

い

っ
た
予
定
外
の
行
動
を

と

っ
た
と
い
う
志
斐
麻
呂
自
身

の
備
忘
の
た
め
、
敢
え
て
こ
の
箇
所

の
み
に

「斐
」
と
裏
書
し
た
と
解
釈
す
る
こ
と
に
無
理
は
あ
る
で
あ

ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
志
斐
麻
呂
の
も
と
に
集
積
さ
れ
た
多
数

の
手
実
を
彼
ひ
と
り
が
貼
り
継
ぎ
、
し
か
も
そ
の
継
目
の
裏
に
は
封

書
を
施
し
、
お
そ
ら
く
貼
り
継
ぎ
作
業
に
は

二
段
階
の
手
順
が
踏
ま

れ
た
と
い
う
写
経
所
内
に
お
け
る
文
書
管
理

の
具
体
的
事
例
を
示
し

て
い
る
好
史
料
で
あ
る
こ
と
に
は
違
い
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
注
目
す

べ
き
史
料
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
た

が
、
な
ぜ
志
斐
麻
呂
の
記
し
た
継
目
裏
書
が
こ
れ
ほ
ど
多
く
残

っ
て

い
る
か
と

い
う
基
本
的
な
問
題
の
解
決
に
は
至

っ
て
い
な

い
。
写

経
所
内
で
案
主
の
立
場
に
い
た
官
人
は
彼

以
外
に
も
多
数
存
在
し
、

各
々
が
担
当
し
た
帳
簿
類
等

の
継
目
の
裏
に
封
書
し
た
と
し
て
も
お

か
し
く
は
な
い
。
想
像
に
し
か
過
ぎ
な
い
と
言
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、

志
斐
麻
呂
と
い
う
官
人
は
写
経
所

の
案
主
と

い
う
職
種
に
対
し
て
強

い
使
命
感
を
抱
い
て
お
り
、
そ
う

い
う
観
念

の
も
と
で
写
経
事
業
に

携
わ

っ
た
結
果
、
彼
の
取
り
扱

っ
た
帳
簿
や
解
文
に
対
す
る
作
成
責
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よ
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任
の
証
し
と
し
て
継
目
裏
に
封
書
を
施
し
た
と
考
え
ら
れ
な

い
で
あ

ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
職
務
に
専
念
す
る
実
直
な
態
度
が
高
く
評
価

さ
れ
、
他

の
官
人
に
は
み
ら
れ
な
い
目
覚
ま
し
い
昇
進
に
つ
な
が
っ

た
と

い
え

る
の
か
も
知
れ
な

い
。

「志
」

の

一
字
が
多

い
の
は
ど
う

い
う
こ
と
か
ら

で
あ
ろ
う
か
。

お
そ
ら
く
金
光
明
寺
写
経
所
内
に
志
斐
を
名
乗
る
官
人
が
少
な
く
、

「志
」
と
記
せ
ば
自
ず
と
志
斐
麻
呂
の
署
名

で
あ
る
と
誰
も
が
理
解

で
き
る
環
境
に
あ

っ
た
と
考
え
た
い
。
あ
え
て
言
う
な
ら
ば
、
志
斐

麻
呂
は
写
経
所
内
に
お
い
て
国
家
レ
ベ
ル
の
写
経
事
業
を
進
め
る
上

で
の
中
心
的
存
在
に
あ
り
、
責
任
あ
る
立
場
か
ら
帳
簿
類
の
継
目
裏

に
封
書
し
た
と
も

い
え
る
の
か
も
知
れ
な

い
。
想
像
ば
か
り
述
べ
る

こ
と
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
が
、
こ
れ
ほ
ど
多
く

の
封
書
を
残
し
て
く

れ
た
こ
と

に
よ
り
、
写
経
所
内

で
の
文
書
管
理
の
実
態
、
例
え
ば
反

故
文
書
の
利
用
手
順
に
つ
い
て
の
具
体
的
事
例
を
垣
間
見
る
こ
と
が

で
き
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に
1
今
後
の
課
題
1

本
稿
は
志
斐
麻
呂

の
継
目
裏
書
に
重
点
を
置
き
、
そ
こ
か
ら
見

い
だ
せ
る
文
書
管
理

の
具
体
的
事
例
を
検
証
し
て
み
た

つ
も
り
で

あ
る
。
た
だ
し
、
志
斐
麻
呂

の
継
目
裏
書
す

べ
て
に
つ
い
て
解
決
で

き
た
も
の
と
は
い
え
な
い
。
例
え
ば
、
三
種
類
の
署
名
パ
タ
ー
ン
が

確
認
で
き
る
天
平

一
九
年

一
二
月
作
成
の
間
写
手
実
帳
を
観
察
し
て

み
る
と
、
第
五
七
紙
と
第
六
九
紙
の
継
目
に
記
し
た

「志
斐
」
の
封

書
は
半
裁
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
残
り
半
分
が
継
目
部
分
に

隠
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
裁
断
さ
れ
て
欠
損
し
た
の

か
、
原
史
料

の
透
過
光
写
真
が
あ
れ
ば
即
解
決
す
る
問
題
な
の
で
あ

る
が
、
前
述
の
通
り
現
段
階
で
こ
の
手
実
帳
を
収
め
る
続
々
修

一
九

秩

一
一
に
つ
い
て
は
複
製
が
作
成
さ
れ
て
い
な
い
状
況
で
あ
る
た
め

判
断
材
料
に
乏
し
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
い
ず
れ
近
い
将
来
に
複
製

が
作
ら
れ
、
そ
の
際
に
透
過
光
写
真
が
撮
影
さ
れ
れ
ば
解
明
で
き
る

で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
敢
え
て
私
見
を
述

べ
た
い
。
筆
者
の
考
え

は
、
こ
の
手
実
帳
す
べ
て
が
貼
り
継
が
れ
、
巻
子
状
に
仕
上
げ
ら
れ

た
後
に
、
「志
斐
」
の
裏
書
を
し
た
箇
所
の
手
実

の
み
例
え
ば
他
の

事
務
処
理
で
必
要
に
な
っ
た
と

い
っ
た
何
ら
か
の
理
由
で
巻
子
か
ら

分
離
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
裁
断
し
て
再
び
貼
り
継
ぎ
直
し
た
と

い
う
も
の
で
あ
る
が
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

は
じ
め
に
述

べ
た
通
り
、
志
斐
麻
呂
の
記
し
た
継
目
裏
書
以
外

に
も
伊
福
部
男
依
の

「男
」
と
い
う
継
目
裏
書
、
韓
国
形
見
の

「封

印

形
見
」
と

い
う
継
目
裏
書
、
上
馬
養

の

「養
」
と
い
う
継
目
裏
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書
、
鴨
書
手

の

「
書
」
印
に
よ
る
継
目
裏
封
、
ま
た

一
次
文
書
で
あ

る
正
税
帳

や
計
会
帳
な
ど
で
確
認
で
き
る
継
目
裏
書
に
つ
い
て
も
そ

れ
ぞ
れ
に

つ
い
て
詳
細
な
検
証
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
.そ

し
て
志
斐
麻
呂
の
継
目
裏
書
と
比
較
し
て
み
る
こ
と
で
、
あ
る
い
は

奈
良
時
代

に
お
け
る
文
書
行
政
の
具
体
的
な
あ
り
方
の

一
端
が
見
え

て
く
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

註(
1
)
正
集

二
〇
ほ
か

(
『大
日
本
古
文
書
』
第

八
巻
五
六
〇
～
五
六
四
頁

ほ
か
。

以

下
、
大

日
古

八

ノ
五

六
〇

～
五
六

四
と
略

す
る
)

所
収
。

二
次
文

書

は
天
平

一
七
年

五
月
か
ら
始
ま

る
間
紙
充
帳

で
あ

る
。

(
2
)
正
集

三

〇
ほ
か

(大

日
古

ニ
ノ
四

八
二
～

四
八
七

ほ
か
)
所

収
。

二

次
文
書

は
天
平

一
七
年

一
二
月

二
五

日
付
写
経
所
解
案

で
あ
る
。

(
3
)

天
平

一
八
年

三
月

一
〇
日

か
ら
始
ま

る
経
師
手

実
帳

(
続

々
修

一
九

秩
六
。
大

日
古
九

ノ
七
六
～

=
二
四
)
所
収
。

(
4
)
宝

亀

三
年
九
月

二
八
日
か
ら
始

ま

る
経

師
等
行

事
文

(
続

々
修

二
一二

鉄

二
。
大

日
古

二
〇
ノ
ニ
ニ
七
～

二
七
八
)

に
見
え

る
。。

(
5
)
神

護
景

雲
元
年

(七
六
七

)
九

月

二
六

日
か
ら
始

ま

る

一
切
経
奉

請

文
書

継
文

(続

々
修

一
七

秩

七
。
大

日
古

一
七

ノ
七
八

～

一

一
〇
)

に
見
え
る
。

(
6
)
渡

辺
晃
宏

「
金
光

明
寺
写

経
所

の
研
究
-

写
経
機

構

の
変

遷
を

中
心

に
ー

」

(
『史
学
雑
誌
』
九
六
-

八
、
一
九

八
七
年

)
を
参

照
さ
れ
た

い
。

(
7
)
栄

原
永
遠

男

「
難

波
之
時

御
願
大

般
若
経

に

つ
い
て
」

(
『奈

良
時

代

写
経
史

研
究
』

塙
書
房

、

二
〇

〇
三
年
。
初

出
は

一
九

八

五
年

)
を

参

照
さ
れ
た

い
。

(
8
)
正
集

三
〇

(大

日
古

ニ
ノ
四
八
六
～
四
八
七
)
所
収
。

(
9
)

五
月

二
七

日
付

写
疏

所
解
案

(
続
修

三

一
。
大

日
古

ニ

ノ
五

一
二
)

の
年
月

日

下
お

よ
び

五
月

=
二
日
付

写
後
経

所
解

案

(正

集

一
五
。

大

日
古

ニ
ノ
五
〇
八
～
五
〇
九
)

の
年
月
日
下
に
名

が
見
え

る
。

(
10
)
九
月

一
九

日
付
写

一
切
経
所
解

案

(続

々
修

二
三
秩

五
。
大

日
古

九

ノ
ニ
六

一
～
二
)

の
年

月
下
に
名

を
連
ね
る
。

(
11
)

一
〇
月

一
七

日
付

写
金

字
経
所

解
案

(続

々
修

四

一
秩

五
。
大

日
古

ニ
ノ
五
四
七

～
五
五

一
)
に
校

生

の

一
人
と
し
て
名

が
見
え

る
。

(
12
)
続

々
修

四
二
秩

二

(大

日
古
九

ノ
三

一
八
)
を
参

照
さ
れ
た

い
。

(
13
)

二
月

か
ら
始
ま

る
写
経

料
銭
経

師
布
施
等

注
文
案
帳

(
続

々
修

=

秩

五
。
大

日
古

九

ノ

一
九

一
～

一
九

九
ほ

か
)

に

「
受
少

初
位
上

志

斐
万
呂
」
等
と
見
え

る
。

(
14
)

造
東
大

寺
司

の
成
立

に

つ
い
て
、
若

井
敏
明

氏
は
天
平

一
九
年

一
〇

月

の
収
納
銭

記
録

に

「
鋳
所

」
と

い
う

部
局

が
確
認

で
き
、

こ
れ
を

造
東
大

寺

司
被
官

の

「
所
」
と

と

ら
え

る

こ
と

で
、

こ
れ
以
前

に
造

東
大
寺
司
は
成
立

し
た
と
す

る
。
こ
れ
に
対
し
て
渡
辺
晃
宏
氏
は
、
「
鋳

所
」
は
金
光

明
寺

造
営
機
構

の

「
所
」
で
あ

っ
て
も
構

わ
な

い
と
反
論
、

天
平

一
九
年
冬

に
写

経
施
設

の
移
転

が
あ
り
、

こ
れ
が
造

営
機
構

の

拡
充
、

つ
ま

り
実

質

的
な

造
東

大
寺

司

の
成
立

で
あ

る
と

さ
れ

た
。

そ
し

て
、
天
平

二
〇
年

七
月
頃

に

「
造
東

大
寺

司
」
と
名
称

が
変

更

し
た

に
す
ぎ

な

い
と

す

る
。
詳

し
く

は
、
若
井
敏

明

「
造
東

大
寺

司

の
成
立

に

つ
い
て
」

(
『
続

日
本

紀
研
究
』

二
四
三
。
昭
和

六

一
年

三

月
)
、
渡
辺
晃
宏

「
造
東
大
寺

司

の
誕
生
1

そ
の
前
身
機
構

の
考
察

を
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中
心

に
ー

」

(
『続

日
本
紀

研
究
』

二
四
八
。
昭

和
六

二
年

一
月
)
、
若

井

「
再

び
造
東

大
寺

司

の
成

立

に

つ
い
て
」

(
『続

日
本
紀

研
究
』

二

五

〇
。

昭
和
六

二
年

五
月
)
、
渡

辺

「
続
造
東
大
寺

司

の
誕
生
-

造
物

所

・
造

仏
司

管
見

補
遺
1

」

(
『続

日
本
紀

研
究
』

二
五
五
。
昭

和
六

三
年

一
月

)
若
井

コ
ニ
た

び
造
東

大
寺

司

の
成

立

に

つ
い
て
1

市
原

王
を

め
ぐ

っ
て
ー

」

(
『続
日
本
紀

研
究
』

二
六
三
。
平
成
元
年

六
月
)

も
参
照

さ
れ
た

い
。

(
15
)
天
平

二
〇
年

八
月

以
来
上

日
帳

(続

々
修

二
四
秩

六
。

大
日
古

一
〇

ノ
三
三
六

～
三
七

四
)

の
坊
舎

人
が
名

を
連

ね
る
箇
所

に

「
少

初
位

上
志
斐
連

万
呂

」
と
確
認

で
き

る
。

(
16
)
土

田
直
鎮

「奈

良
時

代

に
お
け

る
舎

人

の
任

用
と
昇

進
」

(
『奈

良
平

安
時
代
史

研
究
』
吉
川
弘
文
館

、
一
九
九
二
年
。
初
出
は

一
九
五
〇
年
)

を
参

照
さ
れ
た

い
。

(
17
)
例

え
ば
、

天
平
勝
宝

元
年

四
月

二
九

日
付

写
疏
所
解

案

(続

々
修

六

鉄

=
二
。
大

日
古

一
〇

ノ
六

三

一
～

六
三
五
)

の
年
月

日
下

の
二
番

目
に

「
史
生
大
初
位
上
志
斐
連
」
と
見
え

る
。

(18
)
八
月

二
八

日
付
造
東
大
寺

司
解
案

(前
欠

。
大

日
古

に
は

「
史
館
本

一
」

と
あ

る
。

大

日
古

四

ノ
ニ
九

四
)

に
見
え

る
。

ま
た

天
平
宝

字
四
年

二
月

二
五
日
付

造
東
大

寺
司

造
仏
注

文

に
は

「
造
仏

司
主
典

従
六
位

下
志
斐

連
麻
呂

、
造
寺

司
主

典
正

八
位
上
安

都
宿
祢

雄
足

二
人
、
専

当
奉
造

如
件

」
と
、
良

弁

の
宣

に
よ
る
薬
師

仏
像

一
躯
、

四
方

五
仏

像

五
躯

、
弥
勒

菩
薩

一
躯
、
観

世
音
菩

薩

一
躯

の
造

立

に
当

た

る
よ

う
造
東

大
寺

司
長
官

か
ら
命

じ

ら
れ

て

い
る

(続
修

四

三
。

大

日
古

四

ノ
四
〇
八
～
四

〇
九
)
。

(
19
)

一
二
月

二
三

日
付

造
寺

司
牒

(
正
集

五
。

四
ノ
五

二

五
～
五

二
六

)

(
20

)

(
21

)

(
22

)

の
年
月
日
下

に

「
主
典
志
斐
連
麻
呂
」
と
見
え

る
。

例
え
ば

、
三
月

一
日
付
造
東

大
寺

司
告
朔
解
案

(前
欠
。

続

々
修

三

八
帳

九
。

五
ノ

一
二
五
～

=
二
一
)

の
年

月

日
下
に

「
主
典

正
六
位

上
志
斐
連
麻
呂
」
と
確
認

で
き

る
。

五
月

二
九

日
付
奉

写

一
切

経
司
牒

(
続

々
修

一
七
候
七
。
大

日
古

一

　
ロ

ぢ

　

七

ノ
九

二
～

九
四

)

の
異
筆

に

「
司

判
許

少

判
官

志
斐

連
麻

呂

」

と
あ

る
。
な

お
、
こ

の
牒

は
前
掲

註

(
5
)

史
料
群

の
中

の

一
つ
で

も
あ

る
。

一
一
月
二

四
日
付

造
秩
所

注
文

(続
修

後
集

二
八
。
大

日
古

二
〇
ノ

三
三

二
)

の
別
筆

に

「
少
判
官
志
斐
」
と
見
え

る
の
が
最
後

で
あ

る
。

(
23
)
続

々
修

二
六
秩
五
ほ
か

(大

日
古
八

ノ
ニ
○
○
～

二
〇

二
ほ
か
)
所
収

。

(
24
)
前
掲
註

(
6
)
渡
辺
論
文
を
参
照
さ
れ
た

い
。

(
25
)
前
掲
註

(
1
)

に
同

じ
。

(
26
)
前
掲
註

(
2
)
に
同

じ
。

(
27
)
正
集

三
五

(大

日
古

ニ
ノ
五
四
三

～
五
四
六

)
所
収
。

二
次
文
書

は

天
平

一
八
年

一
〇
月
付
写
経
所
解
案

で
あ

る
。

ゆ

(
28
)
続

々
修

二
八
秩
八

(大

日
古
九

ノ
六
九
～
七

一
)
所
収
。

(
29
)
大

日
古
九

ノ
五
三
六

～
五
五
八
ほ
か
所
収
。

(
30
)
天
平

勝
宝

三
年
四
月

五
日
付
写
書

所
解
案

(
正
集
六
。
大

日
古

三
ノ

四
九

五
～
五

〇
〇
)

に
見
え
る
。
な
お
、
「
書

」
印

に

つ
い
て
は
、
拙

稿

「
「
書
」
印
試
論
ー

正
倉

院
文
書

に
見
え

る
印
影

の

一
つ
と

し
て
ー

」

(
『
正
倉
院

文
書
研
究

』
三
、

一
九
九

五
年

)

で
鴨

書
手

の
私
印

で
あ

る
こ
と
を
検

証
し
て

い
る
の
で
参
照

さ
れ
た

い
。

…


